
84

14  教育の質の向上
【関連文書：「練馬区教育要覧」練馬区教育委員会】

（1）小・中学校の教育内容を充実する

● ICTを活用した教育内容の充実
　ICT機器を有効に活用して効果的に学べる授業を
実現するため、教員の ICT活用能力の向上に取り組
んでいる。
　４年度は、校内研修や授業準備を容易にし、児童・
生徒に寄り添った実践的な学習指導を進めるため、教
員用タブレットパソコンを配備した。また、ICT支
援員による専門的な授業支援を継続的に実施し、各校
における ICT活用推進リーダーへの研修や ICTを活
用した授業の好事例をまとめた「教育 ICT実践事例
集」の全校共有・実践に取り組んだ。

●人権教育および豊かな心を育成する教育を推進する
ために

　全ての子どもが人権尊重の理念を正しく理解すると
ともに、人権尊重の精神を行動で示すことができるよ
う、人権教育を推進している。また、家庭や地域と連
携して、社会貢献の精神の育成を図っている。
　〔具体的な取組例〕
　・教員で構成する人権教育推進委員会による研修の
充実

　　4年度　6回
　・人権尊重教育推進校（4年度南町小学校、開進
第二中学校）からの研究報告の実施

　　南町小学校：東京都教育委員会人権尊重教育推進
校紙上発表の実施

　　開進第二中学校：東京都教育委員会人権尊重教育
推進校紙上発表の実施

●学校図書館の充実
　全区立小・中学校に導入した学校図書館蔵書管理シ
ステムにより適切な蔵書管理を行い、学校図書館の利
活用を推進している。また、学校図書館において、よ
り統一した対応を図るため、指定管理による学校図書
館支援員を順次業務委託による学校図書館管理員に切
り替え、４年度から一本化した。

●教育情報の発信
１　教育情報の収集と提供
　⑴　不登校対策や教育相談に関する情報を発信する

「センターだより」を年３回発行した。また、適
応指導教室用に作成した「３年進路授業資料」を
中学校全校に提供した。

　⑵　各種の教育研究資料や教育図書等を収集し、教
職員が閲覧できるようにしている。（適応指導教
室の詳細は、98ページ「2⑴適応指導教室」を
参照）

２　教科書展示会
　教職員および区民を対象に、教科書の法定展示会
を毎年 6月から 7月にかけて 14日間開催し、さらに
採択替えの前年度には、法定展示と連続する前後 10
日間の特別展示会を開催している。4年度は 6月 1～
14日の 14日間、学校教育支援センター内の教科書
センターにおいて法定展示会を開催し、延べ 14人の
来場があった。
　なお、教科書センターでは、現在使用している教科書
に加え、これまで使用した教科書を常設展示している。
３　保護者講演会
　4年度は、8講座 16回を実施し、延べ 240 人が参
加した。

●確かな学力の定着・向上と主体的に学ぶことが
　できる子どもを育てる教育を推進するために
　社会の変化に主体的に対応し行動できる子どもの育
成を目指し、一人ひとりの個性を伸ばして、学ぶこと
の楽しさや達成感を体得できるよう教育の充実を図っ
ている。
１　一人ひとりの確かな学力の定着・向上を図る
　・学力向上支援講師を配置
　　4年度　小学校 63校、中学校 20校
　・習熟度別指導や個に応じた指導を充実するために
教員の加配を実施

　　4年度　小学校 65校、中学校 31校
２　特色ある教育課程を編成し、教育の質を高める
　・学習指導要領の確実な実施に向けた、趣旨および
内容の理解促進

　・社会に開かれた教育課程の実現に向けて土曜授業
を実施

　　4年度　小・中学校年間 7回以上

●小中一貫教育の推進
　義務教育 9年間を見通した教育を実践するため、
すべての区立小・中学校において小中一貫教育を実施
している。
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　施設一体型小中一貫教育校としては、平成 23年度
に大泉桜学園を設置しており、現在、旭丘・小竹地域
において、２校目の設置に向けた取組を保護者や地域
住民等から意見聴取を行いながら進めている。
　児童・生徒数、学級数の状況等を踏まえ、旭丘小学
校・旭丘中学校を先行して、2年度から改築に着手し
た。
　24年度には中学校１校に対し小学校 1～3校の組
合せで構成する小中一貫教育グループを設定した。2
年度から、各グループにおいて「目指す 15歳の姿」
を定め、4年度から義務教育 9年間を見通した「小中
一貫教育の取組プログラム」の作成に取り組み、児
童・生徒の発達段階に応じた系統的・連続的な教育活
動を行っている。また、26年２月からは、特別支援
学級における小中一貫教育の取組を開始し、さらに、
30年度からはこれまで作成してきた段階表の名称を
「ステップシート」に変更し、より一層の活用と指導
の充実を図っている。

●教員研修等の充実
　教育委員会は、全ての教職員が意欲的に教育活動に
参画し、学校が組織として機能するよう指導・支援に
取り組んでいる。
　また、教育課程の編成および実施については、指導
内容や指導方法の工夫・改善および授業の質的向上に
努めるよう、各学校に対し指導・助言を行っている。
　〔具体的な取組例〕
　・教育課程編成に関わる説明会や相談会を実施し、
授業内容や実施時間数の管理を行っている。

　・学校訪問等により、授業の実態や校内研究の取組
を把握し、直接指導・助言を行っている。

　　４年度　１園、33校に訪問
　・教職員の資質向上等のための各種研修会を実施し
ている。

　　４年度　40分野の研修会を計画
　　なお、研修会の一部は新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、オンライン（Web会議システ
ム）やオンデマンドで実施した。

　・教育アドバイザーを増員し、若手教員の指導機会
を拡充した。

●教員の働き方改革
　教員が子どもたちと向き合う時間を確保し、児童生
徒一人ひとりに応じた指導を充実するため「練馬区立
学校（園）の教員の働き方改革推進プラン」に基づき、
教職員出退勤管理システム導入による適切な業務管理、
教員の業務改善などを進めるとともに、教員の業務を
サポートする会計年度任用職員を配置している。

１　教員サポート人材の配置拡大
〔副校長補佐〕

年　度 小学校 中学校

3年度 19校
（19人）

12校
（12人）

4年度 39校
（39人）

19校
（19人）

〔スクール・サポート・スタッフ〕
年　度 小学校 中学校

3年度 65校
（65人）

33校
（33人）

4年度 65校
（73人）

33校
（37人）

２　部活動指導員の配置拡大
〔部活動指導員〕

年　度 中学校

3年度 3校
（3人）

4年度 7校
（8人）

●英語教育の充実
　グローバル社会でたくましく生き抜く「英語力」と
「コミュニケーション能力」の基礎を身に付けた児
童・生徒の育成を目標に、小・中学校が連続した英語
教育を実施している。
　外国語指導助手を活用した指導体制の充実に加え、
「聞く」「話す」「読む」「書く」の４技能のバランスの
とれた英語力の向上を目指し、中学校２年生に続き小
学校６年生に英語４技能検定を導入した。また、４年
度から、中学校１年生を対象としたイングリッシュ
キャンプを実施している。
１　外国語指導助手の配置
　　４年度　小学校３～６年生、中学校全学年
２　英語４技能検定の実施
　　４年度　小学校６年生、中学校２年生
３　イングリッシュキャンプの実施
　　４年度　中学校１年生の希望者　　

（2）教育環境を充実する

●施設の整備
１　校舎等の改築
　学校施設の５割以上が築 50年を経過し、老朽化が
進んでいる。そのため、区では「練馬区公共施設等総
合管理計画【実施計画】」「練馬区学校施設管理実施計
画」「練馬区区立施設建築安全基本方針」に基づき、
計画的に校舎等の改築を行っている。
　４年度は以下の改築を実施した。
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〔学校施設の改築実施状況〕 ４年度

設　計 工　事

旭丘小・中学校
（小中一貫教育校）
向山小学校
田柄中学校

上石神井北小学校
関町北小学校

　なお、改築の際には、太陽光発電設備の設置など自
然エネルギーの活用や省エネルギーの仕組みを導入し
ている。
２　校舎等の改修工事
　小・中学校の施設や設備は、経年による老朽化が進
んでおり、長期間施設を使用していくためには、日頃
から維持補修を行っていくことが重要である。そのた
め安全性・利便性・快適性を備えた教育環境の確保
と、大切な区民の財産を良好に管理する観点から、定
期的・計画的な保守点検や必要に応じた改修工事等を
行っている。
　4年度は主に以下の改修工事を実施した。

〔学校施設の主な改修工事実施状況〕 （単位：校）4年度

改修工事件名 小学校 中学校
校舎屋上防水等工事 4 1
トイレ改修工事 3 2
給水設備等改修工事 3 2
プール等改修工事 3 －
受変電設備改修工事 7 2
屋内運動場空調機設置工事 10 6

３　校地の取得
　児童・生徒の教育環境を良好にするため、校地の面
積や校舎等の配置を勘案し、学校が有効に活用できる
用地を取得している。
４　学校の緑化
　みどり豊かなうるおいのある学校環境を整備し、子
どもたちの緑化意識を育む環境学習の場作りを目指し
て、校庭の芝生化、屋上緑化、みどりのカーテン（壁
面緑化）の整備に取り組んでいる。
　4年度までに、小学校 36校、中学校 4校の校庭の
芝生化および小学校 11校、中学校 7校の屋上緑化を
実施した。また、小学校 53校、中学校 6校にみどり
のカーテンを整備した。

〔中村小学校の校庭芝生〕

●小・中学校の現況
　5年 5月 1日現在、小・中学校の現況は、つぎの
表のとおりである。
　なお、学級編制について、小学校第 1・第 2・第
3・第 4学年は 35人を 1学級とし、その他の学年は
40人を 1学級とする。ただし、中学校第 1学年は
35人を 1学級として学級編制することができる。

〔小・中学校の児童・生徒・教員数〕 5年 5月 1日現在

区　分 小学校 中学校
学校数（校） 65 33
学級数（学級） 1,161 423

児童・
生徒数
（人）

男 17,192 7,066
女 16,311 6,416
計 33,503 13,482

教員数（人） 1,745 828

●学校選択制度
　4月に中学校に入学する生徒を対象に、一定の受入
れ人数枠の範囲で、希望により中学校を選ぶことので
きる「学校選択制度」を実施している。
　受入れ人数枠に対して希望者が多く、辞退者等を見
込んでも超過する場合には抽選を実施する。5年度入
学者の選択希望状況は、4年 10月 1日現在の学齢者
6,020人に対して、通学区域外の学校を選択希望した
生徒は1,141人（全体の19.0％）であった。

●教材等の整備
　全校が共通して必要とする、机・椅子の購入や黒板
の整備などは、教育委員会でまとめて行っている。学
校により内容が異なる教材教具の購入や修繕などは、
各学校に予算を配当し、直接学校で執行している。

●区立学校の適正配置
　今後の児童・生徒数の動向や施設の改築時期、35
人学級編制の実施、小中一貫教育の取組等を踏まえ、
区立学校の適正規模・適正配置のあり方について検討
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　⑴　献立
　　　文部科学省により示されている学校給食摂取基
準を踏まえ、栄養バランスのとれた献立を作成し
ている。

　⑵　米飯給食
　　　日本の食生活の根幹である米飯を通じて望まし
い食習慣の形成を図るため、昭和55年7月から米
飯給食を開始し、現在週3.8回以上実施している。

　⑶　衛生管理
　　　各学校に対して、安全衛生巡回指導や調理員・
栄養職員等への研修を実施し、学校給食における
衛生意識の高揚を図っている。

　　　また、使用する食材料やできあがったおかず、
調理器具等について、定期的に専門の検査機関で
検査し、衛生管理の徹底に努めている。

〔学校給食実施状況〕 5年 5月１日現在

区　分 小学校 中学校
自校調理
（80校）

給食実施食数
学校数

30,724 食
55校

11,913 食
25校

親子調理
（18校）

給食実施食数
学校数

4,509 食
10校

2,186 食
8校

計
（98校）

給食実施食数
学校数

35,233 食
65校

14,099 食
33校

２　学校給食調理業務民間委託の導入
　区が持つ知識や経験を委託先と共有し、サービスの
維持・向上と効率化を図るため、順次、学校給食調理
業務を民間に委託している。
　委託の内容は、調理業務、配缶・運搬、食器洗浄・
消毒、その他調理に付随する作業である。献立の作成
や食材の購入など、学校給食の運営は、学校と教育委
員会が責任を持って行っている。5年 4月現在、小・
中学校 92校に民間委託を導入している。

（4）小学校就学前からの切れ目のない
　　 取組を展開

●幼保小連携の推進
　子どもの学びと育ちは連続していることから、遊び
や生活を中心とした幼児期の幼児教育・保育と、教科
などの学習を中心とした小学校教育との連携を強化し
て円滑に接続し、子どもの望ましい成長と発達に向け
て適切な支援を行うことが求められている。
　平成 24年度から幼児教育・保育と小学校教育との
連携について協議するため、幼稚園・保育所・小学校
の関係者を構成員とする「練馬区幼保小連携推進協議
会」を設置し、協議を進めている。
　４年度は、幼稚園・保育所・小学校の交流、連携を

を進める。

（3）児童・生徒の健やかな体の成長を促す

●校外学習
　実地で見学や体験などを行うことのできる校外学習
事業を、積極的に推進している。実施状況は、つぎの
表のとおりである。

〔校外学習事業実施状況〕 4年度

区　分 場　所 日　数 参加人数
（人）

参加校数
（校）

移動教室
（小学校5・6年生）

軽井沢、下田、
武石、岩井

（5年）
2泊 3日 5,157 65

（6年）
2泊 3日 5,520 65

イングリッシュ
キャンプ（※）
（中学校1年生）

軽井沢、武石、
岩井 2泊 3日 2,772 33

移動教室
（中学校 2年生）

軽井沢（湯の
丸スキー場）
武石（番所ヶ
原スキー場）

2泊 3日 4,108 33

修学旅行
（中学校 3年生）

関西方面、東
北方面 2泊 3日 4,215 33

※イングリッシュキャンプは希望参加

●学校災害
　児童・生徒が学校管理下で災害にあったときの災害
給付等を目的として制定されている「独立行政法人日
本スポーツ振興センター法」に基づき、（独）日本ス
ポーツ振興センターと災害共済給付契約を結んでい
る。共済掛金は、児童・生徒 1人につき年額 935 円
で、区が全額負担している。学校管理下における災害
の多くは、すり傷、打撲、ねん挫、骨折等である。

●アレルギー疾患対策
　全ての学校教職員がアレルギーに対する共通認識を
もち、アレルギー疾患のある児童・生徒が、安全で安
心な学校生活を送れるように努めている。

●学校給食
１　学校給食の充実
　区では、食育の「生きた教材」として学校給食を活
用している。また、学校ごとにきめ細やかな調理をす
るため、全小・中学校において、自校調理または親子
調理のいずれかの方式を採用した完全給食を実施して
いる。
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充実させるため、幼稚園・保育所・小学校の管理職と
５歳児・小学校１年生の担任等を対象とした研修会を
実施した。
　また、区内８校の小学校を会場として、近隣の幼稚
園・保育所・小学校の管理職等による懇談会を実施
し、幼児教育・保育と小学校教育について理解を深
め、連携、円滑な接続を推進している。

●家庭教育支援事業の実施
　家庭教育は、子どもの基本的生活習慣や、他人に対
する思いやり、善悪の判断、自立心や自制心、社会的
なマナーなどの「生きる力」の基礎を育む上で重要な
役割を果たすことが期待されている。一方、少子化や
核家族化の進行等、子どもや子育てをめぐる環境が大
きく変化する中で、悩みや不安を抱える子育て家庭の
増加や、家庭における子育て機能の低下が指摘されて
いる。子どもの健全な育成を進めるために、家庭の教
育力の向上や保護者の子育ての悩みの軽減につながる
取組を実施している。
　４年度は、インターネット上で家庭教育に関する情
報を得ようとする保護者等が、区で実施している事業
につながりやすくするため、区ホームページ内に専用
の検索サイト「ネリまなび～親子で見てみよう～」を
作成し、公開している。
　また、情報リテラシーチェックシートをオンライン
で配信し、情報モラルや機器を使用する際の健康面へ
の配慮について、保護者と子どもが共に学ぶ機会を提
供している。
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